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多重債務者自立支援講演会（ｉｎ尼崎）が開催されました。
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　７月１６日（海の日の祝日）、多重債務に陥った皆さんを救い続けて３０年、尼崎あすひらく会の

３０周年記念行事として、兵庫県の尼崎市（尼崎労働福祉会館大ホール）で「多重債務者自立支

援講演会」が行われました。 用山理事長も含めセンターの相談員も参加させていただきました。

多重債務者自立支援講演会 ～自治体の多重債務窓口のスタートに～

 　まず第一に印象に残ったこと。それは、尼崎あすひらく会の御手洗会長のご挨拶に続き、何と

尼崎市の白井文市長自らが、壇上に上がられ、挨拶をされたことです。白井市長は、尼崎市初の女性

市長ということで注目され、さまざまな抵抗勢力の圧力にも屈せず、阪神間の中核都市である尼崎市を、

 真の中核都市に成長させてこられた方である。

　その市長自ら「クレ・サラ問題は個人の問題として今まで捉えていた面があった。申し訳なく思う。これ

からは社会全体の問題として、自治体をあげて多重債務問題に取り組む」とご挨拶され、出席者を勇気

 づけていただいた。

　その後、田村征雄・尼崎市議会議長、甲斐道太郎・クレサラ対協顧問、高寺・尼崎女性消費生活課長

 の挨拶があり、尼崎あすひらく会を代表してお二人の方が被害体験を語られた。

　その体験はサラ金・ヤミ金のひどさ、恐ろしさを改めて痛感し、被害からの脱却をはかるために、被害

者の会（尼崎あすひらく会）に本当に助けられた、と心から思っていらっしゃる。そんな思いに心をうたれ

ました。

 　そしてこの後、講演がスタート。しかし、楽しみにしていた「多重債務救済界のスーパースター」、禧久

孝一さん（奄美市市民福祉部市民課主幹　兼　市民生活係長）の講演は、台風４号による奄美市の被害

復旧活動のために欠席された。そこで、京丹後市で同じような活動をしていらっしゃる西垣善太郎さん

（京丹後市生活環境部市民課主幹）がピンチヒッターで、行政としての多重債務者救済の取り組みにつ

いて講演。

 　続いて木村達也弁護士（クレサラ対協事務局長）、本多良男さん（クレサラ被連協事務局長）、山田治

彦弁護士（行政の多重債務者対策の充実を求める全国会議事務局長）の講演な

らびに基調報告が行われた。

 前半の最後に、これまた「多重債務救済のスーパー弁護士」としておなじみの、

宇都宮健児弁護士が、昨今の政府の対策の変化とこれからの問題点について講

演された。宇都宮先生のお話に勇気づけられた参加者も多かったことであろう。

 休憩中に琴の演奏や書籍の販売なども実施されたが、参加者は３００名近くにの

ぼり、ほぼ満員。非常に熱気にあふれていました。

　休憩後、尼崎あすひらく会の立ち上げから、多重債務救済の先頭に立ち、現在も大阪いちょうの会事

借金は必ず解決します！
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務局長としても活躍されている田中祥晃さん（尼崎あすひらく会相談役）の、３０年の歴史ならびに熱い思いを語っ

ていただいた。その後、ご家族からの花束贈呈、そしてあすひらく会幹部からの感謝状贈呈

田中さんの奥様への花束贈呈もあり、田中さんは大変感激されているようであった。

 　その後、辰巳裕規弁護士（兵庫県弁護士会・消費者保護委員会委員長）の基調講演のあ

 と、本日欠席された禧久孝一さんの活躍の様子がＤＶＤで紹介された。

 次に、これまた「多重債務救済界のスター記者」中日新聞の白井康彦記者の講演。

 締めくくりとして、日弁連多重対策本部事務局長の新里宏二弁護士の講演。

どの講演も、私たちを勇気づけ、多重債務を減らすための対策についてのさまざまな取り組みによって、これから

私たちがなすべきことも明確になったと確信した。

 記事　世良　朋孝（大阪いちょうの会　被害者交流会「いっちょー会」運営委員）

　阪神クレジット・サラ金被害者の会･尼崎あすひらく会は、３０年間サラ金被害者救済の運動を続けてこられた素

晴らしい団体です。当消費者サポートセンターの友好団体であり、大変お世話になっている「大阪いちょう会」の

田中祥晃さんは、尼崎あすひらく会の創立者のお一人であります。

尼崎あすひらく会の活動は、私どもの会にとって非常に参考になります。これからも一緒に勉強させていただきた

いと考えています。

全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会（被連協）への加盟申請について

 　１９８１年、大阪で「第１回サラ金被害者全国交流会」開催され、その翌年１９８２年（昭和５７年）に「全国クレジッ

ト・サラ金被害者連絡協議会（被連協）」が創立されました。一貫してクレサラ被害の予防と救済運動を弁護士・

司法書士・学者・労働組合・消費者団体等の協力を得ながら、ボランティア活動を行っている団体で、現在全国

 ３７都道府県８４団体で構成されています。昨年ついに「グレーゾーン金利の撤廃」とする抜本的な法改正が実現

したことは、同会の活動によるとことも大である。

 　一方、私ども消費者サポートセンターは、わたくし用山恵子をはじめ、発起人は純粋に多重債務被害者であり、

 被害者自身が多重債務被害者の救済のために組織した被害者の当事者団体です。

 　これまで、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会（被連協）や全国クレジット・サラ金問題対策協議会（クレサ

ラ対協）との接点はなく単独で活動を行ってきましたが、現在は、被連協加盟団体である「大阪いちょうの会」と懇

意にしていただき、同会被害者の交流会である「いっちょー会」に参加させていただいております。

 　今後もより一層充実した活動、堅固な団体となるためには、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会（被連協）

に是非とも加盟させていただき、同会のノウハウを取り入れて、よりよい団体にしていくべきであると考えていま

す。

 　先日、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会（被連協）に加盟申請をいたしました。

　全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会（被連協）編集の著書によると『一人でも多くの人が、それぞれの地域

で「高利貸しのいない社会」実現のための戦列に加わっていただきたい』とあります。是非早期に同じ仲間として、

クレジット・サラ金被害者救済活動に取り組みたいと考えております。

  特定非営利活動法人　消費者サポートセンター　　　　理事長　　用　山　恵　子
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皆様方のご賛同ご高配に感謝と共に今後も
何卒宜しくお願い申し上げます。

会費納入のお願い
　会費は原則として前納でお願いいたしております。会の運営をさらに発展させる
ために、このお願いは全会員に配布させていただいておりまので、会費納入済の会
員さんには、会報配布毎の度重なるご案内をご容赦くださいませ！

振込先　　三菱東京ＵＦＪ銀行　東大阪中央支店　　普通預金　　３６３９６５７
　　　　　日本郵政公社（郵便局）　　　記号１４１２０　番号９３７８１５０１

　　　　　特定非営利活動法人　消費者サポートセンター
(トクテイヒエイリカツドウホウジン　ショウヒシャサポートセンター)

月間予定表 2007.8月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

ひとまち 男女参画 ひとまち交
流館京都 東大阪 流館京都
13：00～ 12:30～ 18：00～

21:30 18:00 21:30
日 月 火 水 木 金 土
5 6 7 8 9 10 11

東大阪 男女参画 ひとまち グリーン ひとまち交
市民会館 東大阪 流館京都 パル 流館京都
13:00～ 12:30～ 13：00～ 13:00～ 18：00～

21:30 18:00 17:00 17:00 21:30
日 月 火 水 木 金 土
12 13 14 15 16 17 18

東大阪 ひとまち グリーン ひとまち 男女参画 勉強会
市民会館 流館京都 パル 流館京都 東大阪 10:00～
13:00～ 13：00～ 13:00～ 13：00～ 12:30～ 交流会

21:30 21:30 17:00 21:30 18:00 13:30～
日 月 火 水 木 金 土
19 20 21 22 23 24 25

東大阪 グリーン ひとまち グリーン ひとまち交
市民会館 パル 流館京都 パル 流館京都
13:00～ 13:00～ 13：00～ 13:00～ 18：00～

21:30 17:00 17:00 17:00 21:30
日 月 火 水 木 金 土
26 27 28 29 30 31 /

東大阪 グリーン ひとまち グリーン
市民会館 パル 流館京都 パル
13:00～ 13:00～ 13：00～ 13:00～

21:30 17:00 21:30 17:00
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